
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第７６号 

事故等種類 運航不能（燃料油供給阻害） 

発生日時 平成２４年５月３日（木、祝日） １４時００分ごろ 

発生場所 山口県上関町祝島西方沖 

 上関町所在の祝島港東Ｄ防波堤東灯台から真方位２６２°４.４海

里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４６.６′ 東経１３１°５４.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年５月８日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（広島事務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット Ｙａｍａｈａ
ヤ マ ハ

Ⅲ（大韓民国籍）、５トン未満 

 ＯＳ가１２－０６、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、小型船舶操縦士免状（大韓民国発給） 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機燃料油（以下「ＦＯ」という。）供給系統のこし器閉塞 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、平成２４年５

月３日午後、主機の回転数毎分を２,６００とし、速力約９.０ノット

で祝島の西方沖を僚船と共に西進中、主機の回転数が低下するように

なり、１４時００分ごろ祝島港東Ｄ防波堤東灯台から真方位２６２°

４.４Ｍ付近で主機が停止した。 

 本船は、主機が停止した原因が分からず、僚船にえい
．．

航されて西進

を続け、２２時５０分ごろから救難船にえい
．．

航され、翌４日００時０

０分ごろ大分県国東市所在の港に入港した。 

 本船は、ＦＯ供給系統のこし器を開放したところ、内部がスラッジ

で閉塞しており、こし器内部のフィルターを掃除して主機を運転し、

目的港に向けて運航を再開した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 その他の事項 

 

 本船は、船長が５月１日に堺市のマリーナで中古購入し、大韓民国

総領事館で臨時の国籍証書を取得したのち、同日夕方に軽油２００ℓ

を補給していた。 

ＦＯ供給系統のこし器を閉塞させたスラッジは、ＦＯタンクの底に

堆積していたものであり、本船は、出港時、こし器内部のフィルター

の予備を保有していなかった。 

本船は、ＦＯ供給系統のこし器をバイパスさせれば、主機の運転が

可能であったが、国東市所在の港への進路が不案内であったので、僚



 

船と共にえい
．．

航されて同港に寄港した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、祝島西方沖を西進中、ＦＯ供給系統のこし器が閉塞したこ

とから、主機へのＦＯ供給が途絶え、主機の運転ができなくなって運

航不能となったものと考えられる。 

 ＦＯ供給系統のこし器は、出港直前にＦＯを補給した際、ＦＯタン

クの底に堆積していたスラッジが、新油と混合したのち、主機運転の

経過に伴ってタンクからこし器に移動したことから、閉塞した可能性

があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が祝島西方沖を西進中、ＦＯ供給系統のこ

し器が閉塞したため、主機へのＦＯ供給が途絶え、主機の運転ができ

なくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・中古船購入後には、船体や機関の点検及び整備を適切に行うこ

と。 

・ＦＯを補給する際には、ＦＯタンクの内部に異物（スラッジ、

錆
さび

、塗装片、ウエス、水分等）が存在しないことを確認するこ

と。 

・出港時には、必要な予備品を保有しておくこと。 

 


